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国
民
年
金
は
、
老
後
や
万
が

一
の
時
に
大
き
な
支
え
と
な
り

ま
す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が

続
く
と
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金

や
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た

不
測
の
事
態
が
生
じ
た
と
き
に

「
障
害
基
礎
年
金
」
や
「
遺
族
基

礎
年
金
」
を
受
け
取
る
こ
と
が

出
来
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

　

国
民
年
金
１
号
の
保
険
者
は
、

毎
月
の
保
険
料
を
翌
月
の
末
日

ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

収
入
の
減
少
や
失
業
に
よ
り
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
に
は
、「
保

険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶

予
制
度
」
の
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

免
除
さ
れ
る
額
は
、
全
額
、

４
分
の
３
、
半
額
、
４
分
の
１

の
４
種
類
が
あ
り
ま
す
。
猶
予

保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
と
き

免
除
申
請
の
受
付

申
請
に
必
要
な
物

制
度
は
、
50
歳
未
満
で
学
生
以

外
の
人
が
対
象
で
す
。
在
学
中

の
学
生
は
、「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予

が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金

の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
料
を
全

額
納
め
た
時
に
比
べ
て
将
来
受

け
取
る
年
金
額
は
少
な
く
な
り

ま
す
。

　

受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す

に
は
、
保
険
料
免
除
や
納
付
猶

予
に
な
っ
た
保
険
料
を
後
か
ら

納
め
る
（
追
納
す
る
）
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

７
月
１
日
（
水
）
か
ら
令
和

２
年
度
分
の
免
除
・
猶
予
の
申

請
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。
免
除

対
象
期
間
は
、
令
和
２
年
７
月

分
か
ら
令
和
３
年
６
月
分
ま
で

で
す
。

　

過
去
分
は
、
申
請
書
が
受
理

さ
れ
た
月
か
ら
２
年
１
ヵ
月
前

ま
で
遡
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎

　

年
金
番
号
が
わ
か
る
書
類

・
印
鑑

・
離
職
し
た
場
合
は
、
離
職
票
、

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
証

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
収
入
源
と

な
る
業
務
の
喪
失
や
売
り
上
げ

の
減
少
な
ど
が
生
じ
て
所
得
が

相
当
程
度
ま
で
下
が
っ
た
場
合

は
、
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
簡

易
な
手
続
き
に
よ
り
、
免
除
申

請
が
可
能
で
す
。
手
続
き
を
希

望
さ
れ
る
人
は
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

国
民
年
金
保
険
料 

免
除
・
猶
予
制
度

  
～
令
和
２
年
度
分
の
受
付
は
７
月
か
ら
～

問合せ先　　税　務　住　民　課　　☎７５－４１１８　　　　　　　　　

問合せ先　　日本年金機構　鳥取年金事務所　☎０８５７－２７－８３１１

問合せ先　　保健センター福祉課　　☎７５－４１０１

健（
検
）診
を
受
け
ま
し
ょ
う

～
健
康
ポ
イ
ン
ト
対
象
で
す
～

　

健
康
へ
の
第
１
歩
は
自
分

の
体
の
状
態
を
知
る
こ
と
で

す
。
定
期
的
に
健（
検
）診
を

受
け
、
生
活
習
慣
病
を
早
期

に
発
見
・
治
療
し
ま
し
ょ
う
！

※
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
対
策
の
た
め
予
約
制
と
な

り
ま
し
た
。
特
定
健
診
、
後

期
高
齢
者
健
診
は
合
わ
せ
て

50
人
、胃
が
ん
検
診
は
30
人
、

乳
が
ん
検
診
は
25
人
ま
で
。

　

７
月
の
集
団
健
診（
検
診
）

の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

７
月
12
日
（
日
）

時
間　

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　
　
　

10
時
30
分
受
付

場
所　

ほ
の
ぼ
の

内
容

　

特
定
健
診
、
後
期
高
齢
者

健
診
、
が
ん
検
診
（
胃
（
バ

リ
ウ
ム
）・
大
腸
、子
宮
頸
部
、

乳
）、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

持
ち
物

　

各
受
診
券
、健
康
保
険
証
、

お
薬
手
帳（
お
持
ち
で
あ
れ
ば
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
状
況
に
よ
り
延
期
に
な

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
の
で

了
承
く
だ
さ
い
。
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